
（単位：千円）

（歳入）

地方消費税率の引上げに伴う増収額 27,628,946
○実質的な増収額

１．県税収入 28,145,443

２．地方消費税清算金収入 53,733,870 （他都道府県からの収入）

３．地方消費税清算金支出 27,164,925 （他都道府県への支出）

４．地方消費税交付金 27,085,442 （市町村への交付金）

計（１＋２－３－４） 27,628,946

（歳出） 予算額 うち一般財源

社会保障施策に要する主な経費 133,396,012 120,748,391

Ⅰ 国と連携して行う主な社会保障施策に要する経費 124,349,003 114,143,436

○社会福祉 45,060,602 39,387,312

・児童手当 3,893,229 3,893,229

・生活保護 3,026,096 896,020

・子どものための教育・保育給付費負担金 12,329,268 12,329,268

・子育てのための施設等利用給付費負担 140,668 140,668

・障害者生活介護県費負担 3,299,260 3,299,260

・地域医療介護総合確保基金造成（介護分） 944,102 314,266

・低所得者の介護保険料軽減強化 616,664 616,664

・高等教育の無償化 724,031 413,765

・その他 20,087,284 17,484,172

○社会保険 70,156,009 70,155,904

・介護給付費県費負担 26,790,101 26,790,101

・後期高齢者医療対策（県費定率負担） 20,623,250 20,623,250

・国民健康保険県繰出金（１号分及び２号分） 9,326,710 9,326,710

・その他 13,415,948 13,415,843

○保健衛生 9,132,392 4,600,220

・自立支援医療（精神通院医療）公費負担 3,443,516 1,721,758

・特定医療（指定難病）給付・小児慢性特定疾病医療給付 2,970,630 1,485,316

・地域医療介護総合確保基金造成（医療分） 1,560,707 453,736

・その他 1,157,539 939,410

Ⅱ　県が独自に取り組んでいる主な社会保障施策に要する経費 9,047,009 6,604,955

○社会福祉 909,415 806,361

・軽費老人ホーム利用料補助 781,807 781,807

・在宅要援護者総合支援（高齢者･障害者） 127,608 24,554

○保健衛生 8,137,594 5,798,594

・福祉医療対策（子ども医療費補助） 4,077,000 2,891,000

・福祉医療対策（重度心身障害者･母子家庭等医療費補助） 3,663,000 2,510,000

・福祉医療制度減額調整繰出金 397,594 397,594

地方消費税引上げ分が充てられる社会保障施策に要する経費

　　※　平成26年４月の消費税率引上げ（５％→８％、うち地方消費税１％→1.7％）及び令和元年10月の消費税率引上げ
　　　　（８％→10％、うち地方消費税1.7→2.2％）に伴う令和６年度の増収額

　　※　・上記「社会保障施策に要する主な経費」は、当初予算で集計している社会保障関係費に加え、地域医療介護総合
　　　　　確保基金造成などの国指定事業や県単独で実施している福祉医療対策などの事業費が含まれています。
　　　　・また、予算額は当初予算編成時における集計であり、今後事業費の確定等により変動します。


